
議案第2号

市道路線の変更について

道路法（昭和27年法律第180号）第10条第2項の規定により、下記の市道を変更

したいので、同条第3項の規定により、議会の議決を求める。

平成31年2月26日提出

沼田市長横山公一

記

I

路線名 起点 終点 幅員 延長 重要な経由地

栄町西中央線
(2057号線）

旧

I■■■■■■■■

新

栄町字栄町西宅地添

196番5地先

栄町字東下原

5番l地先

栄町字栄町西宅地添

195番地先

栄町字栄町西宅地添

192番3地先

rn

5．00~

6．40

I、

5．00～

10．20

rn

109.90

I、

650.30

利根実業高校

利根実業高校

沼田脳神経外科

東下原線
(2063号線）

旧

新

大字戸鹿野町字東下原

5番1地先

栄町字東上原

59番4地先

大字戸鹿野町字栄町東宅地添

102番1地先

栄町字栄町西宅地添

192番3地先

I、

5.20～

10．20

I、

5．00~

14.90

rn

540.40

I、

814.30
利根実業高校

沼田脳神経外科

上久屋南北3号線

(2225号線）

旧

新

上久屋町字上原
355番地先

久屋原町字上原
310番9地先

大字上久屋町字上原

327番地先

久屋原町字高平割
355番1地先

rn

5.30～

8．00

rn

5．30～

， 8．00

rn

305.70

rn

315．70


























